
提

出

者

小

宮

山

泰

子

平
成
十
六
年
十
二
月
一
日
提
出

質

問

第

六

五

号

国
歌
「
君
が
代
」
に
つ
い
て
明
治
憲
法
下
の
よ
う
な
訳
文
を
用
い
た
在
外
公
館
に
お
け
る
広
報
活
動
に
関
す
る

質
問
主
意
書
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国
歌
「
君
が
代
」
に
つ
い
て
明
治
憲
法
下
の
よ
う
な
訳
文
を
用
い
た
在
外
公
館
に
お
け
る
広
報
活
動
に
関
す
る

質
問
主
意
書

政
府
の
現
憲
法
下
の
公
式
的
な
「
君
が
代
」
の
解
釈
と
異
な
り
、
明
治
憲
法
下
の
「
君
が
代
」
の
解
釈
と
思
わ
れ
る
訳
文
を

用
い
た
在
外
公
館
の
広
報
活
動
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

国
歌
「
君
が
代
」
に
つ
い
て
、
現
在
、
政
府
の
解
釈
は
次
の
と
お
り
だ
と
理
解
し
て
い
る
。
「
日
本
国
憲
法
下
に
お
い
て

は
、
国
歌
君
が
代
の
『
君
』
は
、
日
本
国
及
び
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
の
地
位
が
主
権
の
存
す
る
日
本
国
民
の
総

意
に
基
づ
く
天
皇
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
君
が
代
と
は
、
日
本
国
民
の
総
意
に
基
づ
き
、
天
皇
を
日
本
国
及
び
日
本
国
民
統

合
の
象
徴
と
す
る
我
が
国
の
こ
と
で
あ
り
、
君
が
代
の
歌
詞
も
、
そ
う
し
た
我
が
国
の
末
永
い
繁
栄
と
平
和
を
祈
念
し
た
も
の

と
解
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
、
か
つ
、
君
が
代
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
今
日
、
広
く
各
世
代
の
理
解
を
得

ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
」
（
平
成
十
一
年
六
月
二
十
九
日

衆
議
院
本
会
議

内
閣
総
理
大
臣
）

と
こ
ろ
が
、
た
と
え
ば
在
ド
イ
ツ
日
本
大
使
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ロ
ー
マ
字
表
記
に
続
い
て
、
君
が
代
の
ド
イ
ツ
語
訳
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
日
本
語
に
直
訳
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。

君
主
よ
、
汝
の
支
配
が

一



千
年
も
、
幾
千
年
も
続
く
よ
う
に

石
と
な
り

岩
と
な
っ
て

岩
の
両
側
が
苔
で
お
お
わ
れ
る
ま
で

一

こ
の
よ
う
な
君
が
代
の
訳
は
、
政
府
の
公
式
的
な
解
釈
と
相
違
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
見
解
を
伺
い
た
い
。

二

そ
も
そ
も
政
府
は
、
君
が
代
の
統
一
的
な
外
国
語
訳
を
作
成
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
伺
い
た
い
。

三

在
ド
イ
ツ
日
本
大
使
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
例
だ
け
で
な
く
、
在
外
公
館
で
も
類
似
の
君
が
代
の
外
国
語
訳
が
広
報
活
動

や
文
化
交
流
活
動
で
印
刷
さ
れ
た
り
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
政
府
は
在
外
公
館
等
に
お
い
て
君
が
代
の
訳

文
や
君
が
代
に
つ
い
て
の
説
明
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
指
導
を
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
在
外
公
館
に
任
せ
て

い
る
の
か
、
説
明
さ
れ
た
い
。

四

政
府
の
解
釈
と
異
な
る
君
が
代
の
訳
文
が
在
外
公
館
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
何
ら
か
の
対
策
が
必
要
と
考
え
る

が
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


